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議 案 説 明 
 

議案第２０号  令和６年度静岡市一般会計補正予算（第９号） 

令和６年度の静岡市の一般会計の補正予算（第９号）について、地方自治法第

９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正予算は、国の補正予算を活用し、物価高騰対策として、プレミアム

付デジタル商品券事業や、公的病院物価高騰対策事業に要する経費のほか、子育

て・教育環境の充実として、小中学校校舎トイレリフレッシュ事業や小中学校特

別教室空調設備整備事業に要する経費の増額等を計上するとともに、各種事業に

おける決算見込みに伴う、事業費の増額等を計上した。 

この結果、補正予算の総額は、13,271,790 千円の増額となった。 

歳出の補正の主なものは、社会福祉費 2,829,991 千円、児童福祉費 2,184,291

千円、総務管理費 1,831,296 千円等の増額、道路橋りょう費 504,569 千円、公債

費 482,900 千円、都市計画費 336,222 千円等の減額である。 

歳入の補正の主なものは、国庫支出金 5,427,715 千円、地方交付税 3,090,951

千円等の増額、繰入金 2,144,538 千円、諸収入 744,577 千円等の減額である。 

以上の補正額を加えた累計予算額は、385,809,658 千円となる。 

なお、繰越明許費は、物価高騰対応重点支援給付金給付事業費等において、年

度内の完了が見込めないものについて、翌年度に繰り越して使用するものである。 

債務負担行為の補正は、清水斎場建設事業用地取得費等の追加、中学校特別教

室空調設備整備事業費等の変更、企業立地促進事業補助金等の廃止である。 

また、市債の補正は、農業振興事業債等の追加、小学校建設事業債等の変更で

ある。 

 

議案第２１号  令和６年度静岡市電気事業経営記念基金会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の電気事業経営記念基金会計の補正予算（第２号）につい

て、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものであ

る。 

今回の補正は、財産運用収入の増額等に伴い、積立金の増額を計上した。 

 

議案第２２号  令和６年度静岡市土地区画整理清算金会計補正予算（第１号） 

令和６年度の静岡市の土地区画整理清算金会計の補正予算（第１号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、繰越金の確定に伴い、諸支出金の増額を計上した。 
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議案第２３号  令和６年度静岡市公共用地取得事業会計補正予算（第１号） 

令和６年度の静岡市の公共用地取得事業会計の補正予算（第１号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、公共用地取得費の減額に伴い、市債の減額及び繰入金の増額を

計上した。 

また、繰越明許費は、街路用地取得費等において、年度内の完了が見込ないも

のについて、翌年度に繰り越して使用するものです。 

なお、市債の補正は、街路用地取得事業債等の変更である。 

 

議案第２４号  令和６年度静岡市母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計補正予算 

（第１号） 

令和６年度の静岡市の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計の補正予算（第１

号）について、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求め

るものである。 

今回の補正は、繰越金の確定に伴い、母子・父子・寡婦福祉資金費の増額を計

上した。 

 

議案第２５号  令和６年度静岡市公債管理事業会計補正予算（第１号） 

令和６年度の静岡市の公債管理事業会計の補正予算（第１号）について、地方

自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、公債費の減額に伴い、繰入金の減額等を計上した。 

 

議案第２６号  令和６年度静岡市競輪事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の競輪事業会計の補正予算（第２号）について、地方自治

法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、繰越金の確定に伴い、業務費及び諸支出金の増額を計上した。 

 

議案第２７号  令和６年度静岡市国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の国民健康保険事業会計の補正予算（第２号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、事業勘定において、繰越金の確定及び総務費等の減額に伴い、

繰入金の減額及び予備費の増額等を計上した 

また、直営診療施設勘定において、総務費の減額に伴い、繰入金の減額を計上

した。 

なお、債務負担行為の補正は、お知らせセンター運営費の変更である。 
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議案第２８号  令和６年度静岡市駐車場事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の駐車場事業会計の補正予算（第２号）について、地方自

治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、業務費の減額に伴い繰入金の減額等を計上した。 

なお、繰越明許費は、静岡駅北口地下駐車場管理経費において、年度内の完了

が見込めないものについて、翌年度に繰り越して使用するものである。 

 

議案第２９号  令和６年度静岡市介護保険事業会計補正予算（第３号） 

令和６年度の静岡市の介護保険事業会計の補正予算（第３号）について、地方

自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、保険給付費の増額に伴い、国庫支出金等を増額するとともに、

繰越金の確定に伴い、基金積立金の増額等を計上した。 

なお、債務負担行為の補正は、ＰＦＳ活用介護予防事業業務経費等の変更であ

る。 

 

議案第３０号  令和６年度静岡市介護保険サービス会計補正予算（第１号） 

令和６年度の静岡市の介護保険サービス会計の補正予算（第１号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、使用料及び手数料の減額に伴い、繰入金の増額をするとともに、

サービス費の増額を計上した。 

 

議案第３１号  令和６年度静岡市中央卸売市場事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の中央卸売市場事業会計の補正予算（第２号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、繰越金の確定に伴い、総務費を増額するとともに、繰入金の減

額を計上した。 

なお、債務負担行為の補正は、販売原票等電子報告化システム機器設置費の変

更である。 

 

議案第３２号  令和６年度静岡市後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の後期高齢者医療事業会計の補正予算（第２号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、後期高齢者医療保険料の増額に伴い、後期高齢者医療広域連合

納付金を増額するとともに、諸収入の増額に伴い、諸支出金の増額を計上した。 
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議案第３３号  令和６年度静岡市簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の簡易水道事業会計の補正予算（第２号）について、地方

自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、収益的収支において、営業費用の増額に伴い、営業外収益の増

額を計上した。 

 

議案第３４号  令和６年度静岡市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

令和６年度の静岡市の農業集落排水事業会計の補正予算（第２号）について、

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、収益的収支において、営業費用を減額するとともに、営業外収

益の増額を計上した。 

 

議案第３５号  令和６年度静岡市水道事業会計補正予算（第４号） 

令和６年度の静岡市の水道事業会計の補正予算（第４号）について、地方自治

法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、収益的収支において、営業外収益及び特別利益を増額するとと

もに、営業費用及び営業外費用の減額を計上した。 

また、資本的収支において、国庫（県）支出金及び固定資産売却代金を増額す

るとともに、負担金及び建設改良費の減額を計上した。 

  継続費の補正は、葵区牛妻・門屋導水管布設替工事の廃止である。 

  なお、債務負担行為の補正は、水道料金及び下水道使用料徴収システム改修業

務等の廃止である。 

 

議案第３６号  令和６年度静岡市下水道事業会計補正予算（第３号） 

令和６年度の静岡市の下水道事業会計の補正予算（第３号）について、地方自

治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正は、収益的収支において、営業費用及び営業外費用の減額に伴い、

営業収益及び営業外収益の減額を計上した。 

また、資本的収支において、建設改良費の減額に伴い、企業債及び国庫（県）

支出金の減額を計上した。 

なお、債務負担行為の補正は、静清浄化センター水処理監視制御設備改築工事

等の廃止である。 

 

議案第３７号  静岡市アリーナ建設基金条例の制定について 

アリーナの建設に要する経費の財源に充てるため、静岡市アリーナ建設基金を

設置することに関し、必要な事項を定めるため、本条例を制定するもので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものである。 
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議案第３８号  静岡市子育て支援及び教育振興基金条例の制定について 

子育て支援及び教育振興のための事業に要する経費の財源に充てるため、静岡市

子育て支援及び教育振興基金を設置することに関し、必要な事項を定めるため、本

条例を制定するもので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求めるものである。 

 

議案第３９号  静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金条例の制定につ 

いて 

文化財及び歴史的なまちなみを保存し、及び活用するための事業に要する経費の

財源に充てるため、静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金を設置すること

に関し、必要な事項を定めるため、本条例を制定するもので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

議案第４０号  静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部改正につ 

        いて 

蒲原中学校グラウンドのテニスコートの夜間照明施設を廃止することに伴い、

所要の改正をするもので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求めるものである。 

 

議案第４１号  静岡市大浜公園条例の一部改正について 

静岡市大浜公園の指定管理者による管理等について、必要な事項を定めるため、

所要の改正をするもので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求めるものである。 

 

自 議案第４２号 

  訴えの提起について 

至 議案第４３号 

いずれも、旧井川村が昭和２８年に売買契約を締結し、代金の支払いをしたが、

所有権移転登記がなされていない土地について、時効取得する所有権移転登記手

続きを求めて提訴するもので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により

議会の議決を求めるものである。 

 

議案第４４号  損害賠償の額の決定について 

独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院移転地の土壌汚染対策について、

損害賠償の額を決定するもので、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定によ

り議会の議決を求めるものである。 
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議案第４５号  工事委託契約の変更について 

（一）入江富士見線（桜橋）橋梁架替（その１）工事の委託契約を変更するも

ので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるもので

ある。 

 

議案第４６号  市道路線の廃止について 

道路整備に伴い、堤町７号線ほか２路線を廃止するもので、道路法第１０条第

３項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

議案第４７号  市道路線の変更について 

道路整備に伴い、池田日本平線ほか１路線を変更するもので、道路法第１０条

第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

議案第４８号  市道路線の認定について 

道路整備に伴い、羽鳥一丁目２号線ほか１路線を認定するもので、道路法第８

条第２項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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議案第２０号 

 

 令和６年度静岡市一般会計補正予算（第９号） 

 

 令和６年度静岡市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，２７１，７９０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８５，８０９，６５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （市債の補正） 

第４条 市債の追加及び変更は、「第４表 市債補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第１表　　歳入歳出予算補正

1 138,400,000 3,000,000 141,400,000

1 市民税 62,545,000 3,000,000 65,545,000

4 656,000 300,000 956,000

1 配当割交付金 656,000 300,000 956,000

5 894,000 500,000 1,394,000

1 株式等譲渡所得割交付金 894,000 500,000 1,394,000

7 1,836,000 200,000 2,036,000

1 法人事業税交付金 1,836,000 200,000 2,036,000

13 31,408,297 3,090,951 34,499,248

1 地方交付税 31,408,297 3,090,951 34,499,248

15 764,280 1,509 765,789

1 負担金 757,155 1,509 758,664

16 8,377,556 △43,719 8,333,837

1 使用料 6,295,164 120,281 6,415,445

2 手数料 2,082,392 △164,000 1,918,392

17 68,949,173 5,427,715 74,376,888

1 国庫負担金 52,830,733 2,441,152 55,271,885

2 国庫補助金 15,877,345 2,996,014 18,873,359

3 国庫委託金 241,095 △9,451 231,644

18 21,563,038 1,406,724 22,969,762

1 県負担金 14,602,879 874,711 15,477,590

2 県補助金 5,135,256 532,013 5,667,269

19 342,088 134,562 476,650

1 財産運用収入 233,334 70,828 304,162

2 財産売払収入 108,754 63,734 172,488

20 2,901,100 221,863 3,122,963

歳　　入
△印は減 

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

市税

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方交付税

分担金及び負担金

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 寄附金 2,901,100 221,863 3,122,963

21 14,247,986 △2,144,538 12,103,448

1 基金繰入金 13,949,520 △2,147,000 11,802,520

2 特別会計繰入金 298,466 2,462 300,928

23 9,242,409 △744,577 8,497,832

4 受託事業収入 2,502,138 △44,352 2,457,786

5 収益事業収入 2,200,000 100,000 2,300,000

6 雑入 4,112,073 △800,225 3,311,848

24 33,541,300 1,921,300 35,462,600

1 市債 33,541,300 1,921,300 35,462,600

372,537,868 13,271,790 385,809,658

市債

歳　　入　　合　　計

計

 千円  千円  千円

繰入金

諸収入

款 項 補正前の額 補　正　額
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1 1,020,357 2,080 1,022,437

1 議会費 1,020,357 2,080 1,022,437

2 41,552,730 2,462,945 44,015,675

1 総務管理費 25,205,440 1,831,296 27,036,736

2 企画費 11,008,958 537,281 11,546,239

3 徴税費 2,572,695 △22,474 2,550,221

4 戸籍住民基本台帳費 1,500,349 118,679 1,619,028

5 選挙費 967,149 889 968,038

6 統計調査費 63,223 △2,013 61,210

7 人事委員会費 109,274 1,497 110,771

8 監査委員費 125,642 △2,210 123,432

3 127,930,664 6,150,824 134,081,488

1 社会福祉費 32,560,532 2,829,991 35,390,523

2 児童福祉費 58,399,177 2,184,291 60,583,468

3 生活保護費 16,962,558 405,806 17,368,364

4 災害救助費 3,900 2,174 6,074

5 国民健康保険費 5,272,333 531,768 5,804,101

6 介護保険費 12,443,764 225,738 12,669,502

7 介護保険サービス費 67,900 4,100 72,000

8 後期高齢者医療費 2,220,500 △33,044 2,187,456

4 38,673,344 1,724,398 40,397,742

1 保健衛生費 7,121,449 1,074,530 8,195,979

2 保健予防費 10,316,236 868,724 11,184,960

3 健康対策費 4,578,458 △46,553 4,531,905

5 清掃費 10,988,226 △177,290 10,810,936

6 簡易水道費 208,942 237 209,179

歳　　出
△印は減 

議会費

総務費

民生費

衛生費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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8 水道費 168,925 4,750 173,675

5 552,697 △7,727 544,970

1 労働費 552,697 △7,727 544,970

6 4,174,426 1,061,191 5,235,617

1 農業費 1,373,293 1,058,069 2,431,362

2 林業費 1,456,605 △4,595 1,452,010

3 水産業費 337,187 △591 336,596

4 山間地振興費 688,775 8,000 696,775

5 農業集落排水費 318,566 308 318,874

7 6,338,192 1,085,551 7,423,743

1 商工費 3,338,541 966,059 4,304,600

2 観光費 1,677,689 △24,747 1,652,942

3 港湾費 1,187,216 148,605 1,335,821

4 中央卸売市場費 134,746 △4,366 130,380

8 46,545,204 △864,580 45,680,624

1 土木管理費 693,284 6,184 699,468

2 道路橋りょう費 22,575,610 △504,569 22,071,041

3 河川費 2,341,747 △1,584 2,340,163

4 都市計画費 9,970,532 △336,222 9,634,310

5 住宅費 2,463,677 60,903 2,524,580

6 動物園費 771,501 17,631 789,132

7 下水道費 7,728,853 △106,923 7,621,930

9 12,692,604 △49,252 12,643,352

1 消防費 12,692,604 △49,252 12,643,352

10 49,463,447 2,202,837 51,666,284

1 教育総務費 6,329,882 541,932 6,871,814

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

 千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円
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2 小学校費 19,546,008 1,238,510 20,784,518

3 中学校費 12,012,329 481,105 12,493,434

4 高等学校費 1,813,558 △21,948 1,791,610

5 社会教育費 3,626,419 △43,240 3,583,179

6 保健体育費 6,135,251 6,478 6,141,729

11 5,983,891 △13,577 5,970,314

1 衛生施設災害復旧費 4,766 0 4,766

2 農林水産施設災害復旧費 1,832,500 0 1,832,500

4 土木施設災害復旧費 3,888,843 △13,577 3,875,266

12 37,067,000 △482,900 36,584,100

1 公債費 37,067,000 △482,900 36,584,100

372,537,868 13,271,790 385,809,658

 千円

災害復旧費

公債費

歳　　出　　合　　計

 千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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第２表　　繰越明許費

（追　加）

事　　　業　　　名 金　額

千円

2 総 務 費 1 総務管理費 73,000

23,177

2 企 画 費 400,000

1,000,788

4 145,901

3 民 生 費 1 社会福祉費 6,800

31,697

7,220

2,103

15,930

1,393,000

4 衛 生 費 1 保健衛生費 276,400

208,333

6 簡易水道費 6,130

6 1 農 業 費 1,045,481

41,605

款 項

庁 舎 等 施 設 整 備 費
（ 静 岡 庁 舎 外 壁 修 繕 事 業 ）

戸 籍 住 民
基本台帳費

登 録 、 証 明 書 交 付 事 務 経 費
（ 戸 籍 等 振 り 仮 名 記 載 事 業 ）

軽 費 老 人 ホ ー ム
物 価 高 騰 対 策 事 業 費 補 助 金

静 岡 ヘ リ ポ ー ト 管 理 費

農 林 水
産 業 費

農 業 構 造 転 換 支 援 事 業 補 助 金

施 設 管 理 運 営 費
（ 心 身 障 害 者 ケ ア セ ン タ ー
発 電 設 備 等 改 修 事 業 ）

物価高騰対応重点支援給付金給付事業費
（ 定額 減税 補足 給付 金給 付事 業）

旧 清 水 西 河 内 小 学 校 活 用 事 業
施 設 整 備 費 補 助 金

高齢者施設等設備整備事業費補助金

心 身 障 害 者 福 祉 更 生 援 護 経 費
（ 障 害 福 祉 シ ス テ ム 更 新 事 業 ）

施 設 管 理 運 営 費
（ し み ず 社 会 福 祉 事 業 団
排 水 設 備 改 修 事 業 ）

海 洋 文 化 施 設 建 設 事 業 費

農 道 等 維 持 管 理 費
（ 農 道 江 渕 沢 線 外 ２ ）

省 エ ネ ル ギ ー 推 進 費
（市有施設照明設備ＬＥＤ化事業）

脱 炭 素 先 行 地 域 再 エ ネ 設 備 等
導 入 事 業 費 補 助 金

飲 料 水 供 給 施 設 等 整 備 費 補 助 金
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5,890

2 林 業 費 132,640

44,010

40,950

3 水 産 業 費 15,000

4 23,560

7 商 工 費 1 商 工 費 10,000

915,000

8 土 木 費 2 18,820

29,560

466,607

6,000

970,650

63,020

4 都市計画費 51,500

45,478

86,163

69,000

151,160

農 道 等 新 設 改 良 事 業 費 （ 市 単 ）
（ 農 道 蛇 塚 平 野 線 外 ２ ）

林 道 維 持 管 理 費 （ 市 単 ）
（ 平 野 線 外 ５ ）

治 山 事 業 費
（ 足 久 保 奥 組 外 １ ０ ）

違 法 盛 土 防 災 対 策 事 業 費 負 担 金

道 路自 然災 害防 除事 業費 （道 交）
（ 関 の 沢 １ 号 線 ）

プレミアム付デジタル商品券事業費

道 路自 然災 害防 除事 業費 （市 単）
（（主）梅ヶ島温泉昭和線外２１）

漁 港 維 持 管 理 経 費
（用宗漁港施設機能保全事業外１）

山 間 地
振 興 費

農 山 村 振 興 施 設 管 理 経 費

中 小 企 業 等 工 業 用 Ｌ Ｐ ガ ス 料 金
高 騰 対 策 事 業 費 補 助 金

道 路
橋りょう費

道路自然災害防除事業費（防安交）
（ （主 ）梅 ヶ島 温泉 昭和 線外 １）

道 路 改 良 事 業 費 （ 調 査 ）
（ 地 域 高 規 格 道 路 調 査 ）

都 市 計 画 推 進 経 費
（JR静岡駅北口国道横断検討事業外１）

都 市圏 交通 円滑 化総 合対 策事 業費
（ 鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 ）

都 市 計 画 推 進 経 費
（静岡都心地区都市デザイン推進事業）

道 路 改 良 事 業 費 （ 緊 防 ）
（（主）梅ヶ島温泉昭和線外７２）

橋 り ょ う 整 備 事 業 費 （ 道 交 ）
（ 足 久 保 栗 島 線 外 ２ ）

恩 田原 ・片 山土 地区 画整 理事 業費
（ 社 総 交 ）

恩田原・片山土地区画整理事業補助金
（ 市 単 ）
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311,500

35,050

14,260

454,369

115,970

840,147

92,220

13,634

129,224

146,553

130,100

5 住 宅 費 35,550

9 消 防 費 1 消 防 費 31,713

230,167

62,168

550,000

28,590

19,000

146,210

清 水 駅 周 辺 整 備 推 進 事 業 費
（清水駅東口ペデストリアンデッキ
整 備 事 業 ）

市 街 地 再 開 発 事 業 推 進 費
（ 御幸 町伝 馬町 線無 電柱 化事 業）

防 災 施 設 維 持 管 理 経 費
（ 災害 時情 報通 信手 段整 備事 業）

街 路 整 備 事 業 費 （ 社 総 交 ）
（ あ さ は た 線 外 ２ ）

公 園 整 備 事 業 費 （ 社 総 交 ）
（ 大 浜 公 園 外 １ ）

宮川・水上土地区画整理事業補助金
（ 市 単 ）

静 岡 駅 周 辺 整 備 事 業 費
（ 都 市 構 造 ）

常 備 消 防 庁 舎 施 設 整 備 費

非 常 備 消 防 庁 舎 施 設 整 備 費

公 園 整 備 事 業 費 （ 防 安 交 ）
（ 公 園 施 設 長 寿 命 化 事 業 外 １ ）

公 園 整 備 事 業 費 （ 都 市 構 造 ）
（ 駿 府 城 公 園 ）

防 災 施 設 維 持 管 理 経 費
（ 災 害 用 ト イ レ カ ー 整 備 事 業 ）

防 災 施 設 維 持 管 理 経 費
（ 避 難 所 環 境 改 善 事 業 ）

公 園 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ 日 本 平 公 園 外 ３ ）

街 区 公 園 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ （ 仮 称 ） 片 山 １ 号 公 園 外 ５ ）

地 籍 調 査 事 業 費
（袖師町・西久保地区その１外７）

地 域 居 住 機 能 再 生 推 進 事 業 費

防 災 施 設 維 持 管 理 経 費
（ 同報 無線 デジ タル 化整 備事 業）

消 火 栓 設 置 費 負 担 金
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4,202

10 教 育 費 2 小 学 校 費 573,000

914,504

3 中 学 校 費 274,783

503,586

5 社会教育費 40,024
駿 府 城 跡 天 守 台 野 外 展 示 施 設
建 設 事 業 費

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費

校 舎 等 改 修 事 業 費
（ 特 別 教 室 空 調 設 備 整 備 事 業 ）

校 舎 等 改 修 事 業 費
（ 校舎 トイ レリ フレ ッシ ュ事 業）

校 舎 等 改 修 事 業 費
（ 校舎 トイ レリ フレ ッシ ュ事 業）

校 舎 等 改 修 事 業 費
（ 特 別 教 室 空 調 設 備 整 備 事 業 ）
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（変　更）

補正前 補正後

千円 千円

6 2 77,033 176,839

8 土 木 費 2 128,350 428,778

24,220 330,070

42,000 85,580

10,651 50,515

51,711 119,771

25,000 506,110

90,000 495,220

119,880 262,500

59,180 520,597

127,630 323,730

40,000 148,440

53,850 123,799

546,945 2,168,298

46,880 195,752

3 145,890 272,680

道 路 改 良 事 業 費 （ 道 交 ）
（ 清 地 １ 号 線 外 ４ ）

道 路 改 良 事 業 費 （ 防 安 交 ）
（ （ 主 ） 山 脇 大 谷 線 外 ２ ）

交通安全施設整備事業費（公共）
（ 御 幸 町 鷹 匠 町 ２ 号 線 外 ３ ）

河 川 費
河 川 改 修 事 業 費 （ 防 安 交 ）
（大内新田地区雨水貯留施設外３）

道 路 改 良 事 業 費 （ 公 共 ）
（ （ 国 ） １ ５ ０ 号 外 ２ ）

道 路 改 良 事 業 費 （ 市 単 ）
（ （ 国 ） １ ５ ０ 号 外 ５ ６ ）

交通安全施設整備事業費（防安交）
（南安倍町曲金一丁目線外１７）

交通安全施設整備事業費（市単）
（南安倍町曲金一丁目線外２７）

橋 り ょ う 整 備 事 業 費 （ 公 共 ）
（ （ 主 ） 山 脇 大 谷 線 外 ４ １ ）

橋 り ょ う 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ （ 主 ） 山 脇 大 谷 線 外 ６ ５ ）

道 路 舗 装 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ （ 国 ） １ ５ ０ 号 外 ３ ８ ）

道路附属施設更新事業費（防安交）
（ （ 主 ） 山 脇 大 谷 線 外 ４ ）

道 路 改 良 事 業 費 （ 社 総 交 ）
（ （ 主 ） 井 川 湖 御 幸 線 外 ３ ）

款 項 事　　　業　　　名

道路附属施設更新事業費（市単）
（ （ 主 ） 山 脇 大 谷 線 外 ８ ）

金　額

道 路
橋りょう費

道路舗装整 備事業費（防安交）
（ （ 国 ） １ ５ ０ 号 外 ７ ）

農 林 水
産 業 費

林 業 費
林 道 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ 林 道 東 俣 線 外 １ ０ ）
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265,400 768,217

4 108,222 161,742

56,000 358,040

7,950 208,534

7,300 159,530

11 災害復旧費 2 79,000 397,692
単 独 災 害 復 旧 事 業 費
（ 林 道 相 沢 線 外 １ １ １ ）

農 林 水 産
施 設
災害復旧費

都市計画費

河 川 改 修 事 業 費 （ 市 単 ）
（ （ 準 ） 旧 大 谷 川 外 ３ ９ ）

街 路 整 備 事 業 費 （ 防 安 交 ）
（ 宮 前 岳 美 線 ）

街 路 整 備 事 業 費 （ 公 共 ）
（ 宮 前 岳 美 線 外 ５ ）

街 路 整 備 事 業 費 （ 緊 防 ）
（ 宮 前 岳 美 線 外 １ ０ ）

街 路 整 備 事 業 費 （ 市 単 ）
（ 駒 形 井 宮 線 外 １ ２ ）
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第３表　　債務負担行為補正

（追　加）

事　　　　　　　項

中 学 校 教 室 等
改 修 事 業 費

13,200千円

令 和 ７ 年 度
　令和６年度に中学校教室等修繕契約を締結し、その金
額を令和７年度に支払う。

期　　間 限　　度　　額

小 学 校 教 室 等
改 修 事 業 費

15,400千円

令 和 ７ 年 度
　令和６年度に小学校教室等修繕契約を締結し、その金
額を令和７年度に支払う。

静 岡 看 護 専 門 学 校
昇 降 機 改 修 事 業 費

32,000千円

令 和 ７ 年 度
　令和６年度に静岡看護専門学校昇降機修繕契約を締結
し、その金額を令和７年度に支払う。
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区分 限　　度　　額

追

加 ５６６,２００千円

前

追

加 ５６６,２００千円

後

追

加 １９０,０００千円

前

追

加 １９０,０００千円

後 至令和８年度

至令和８年度

自令和５年度

＜ 追 加 後 ＞
日 本 平 南 矢 部 線
道 路 整 備 事 業
用 地 取 得 費

至令和７年度

自令和５年度

自令和５年度

＜ 追 加 後 ＞
清 水 斎 場 建 設 事 業
用 地 取 得 費

至令和７年度

自令和５年度

事　　　　　　　項 期　　間
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（変　更）

事　　　　　　　項 区分 期　　間 限　　度　　額

変 自令和７年度

更 ７９,５００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ３７,７３０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １４５,６００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １４０,９４３千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２１０,９００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １６９,２９０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２１,３００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ２０,１１２千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ３２,６００千円

前 至令和８年度

変 自令和７年度

更 ３０,７７４千円

後 至令和８年度

変 自令和７年度

更 １０,７８０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ９,７９９千円

後 至令和１１年度

住 民 記 録 シ ス テ ム ・
共 通 基 盤 シ ス テ ム
機 器 等 設 置 費

総 合 行 政
ネ ッ ト ワ ー ク 用
フ ァ イ ア ウ ォ ー ル
及 び 周 辺 機 器 設 置 費

市 政 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク
パ ソ コ ン
機 器 設 置 費
（ 令 和 ６ 年 度 分 ）

固 定 資 産 税
路 線 価 付 設
業 務 経 費

お 知 ら せ セ ン タ ー
運 営 費

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
機 器 設 置 費
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変 自令和７年度

更 ６,６０８千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ６,１１１千円

後 至令和１１年度

変

更 令 和 ７ 年 度 ３９,９３０千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 ３８,５００千円

後

変 自令和７年度

更 ２３,４３０千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 １９,３１０千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ３１,１４０千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ２２,７５５千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 １４７,９００千円

前 至令和１２年度

変 自令和７年度

更 １３１,７２６千円

後 至令和１２年度

変 自令和７年度

更 ２４,３００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２４,２９６千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １４５,８００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １４５,２６０千円

後 至令和１１年度

福 祉 シ ス テ ム 機 器 等
設 置 費 （ 介 護 端 末 分 ）
（ 令 和 ６ 年 度 分 ）

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
統 合 機 器 設 置 費
（ そ の ２ ）

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
統 合 機 器 更 改
業 務 経 費

戸 籍 等 証 明 書 出 力 用
機 器 等 設 置 費
（ 市 民 サ ー ビ ス
コ ー ナ ー 分 ）

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
統 合 機 器 設 置 費
（ そ の １ ）

戸 籍 シ ス テ ム 機 器 等
設 置 費

福 祉 シ ス テ ム 機 器 等
設 置 費 （ 福 祉 端 末 分 ）
（ 令 和 ６ 年 度 分 ）
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変 自令和７年度

更 ２１,４６０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２１,３３０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ５１,９００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ５１,８３１千円

後 至令和９年度

変

更 令 和 ７ 年 度 ４５６,４００千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 ４２１,１３０千円

後

変 自令和７年度

更 １５,９６０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １５,４５６千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １５,９６０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １５,４５６千円

後 至令和１１年度

変

更 令 和 ７ 年 度 ８５,０００千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 ４１,６９０千円

後

変

更 令 和 ７ 年 度 ２５０,０００千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 １４６,０００千円

後

後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 電 算 処 理
シ ス テ ム 機 器 等 設 置 費

静 岡 看 護 専 門 学 校
教 育 機 器 設 置 費

清 水 看 護 専 門 学 校
教 育 機 器 設 置 費

児 童 ク ラ ブ
運 営 業 務 経 費

静 岡 斎 場 火 葬 棟
空 調 設 備 更 新 事 業 費

清 水 斎 場
北 東 法 面 崩 落
対 策 事 業 費

オ ク シ ズ 放 課 後 児 童
対 策 業 務 経 費
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変 自令和７年度

更 ８,２５０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ８,２４６千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２６,５００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２３,９５０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １２０,０００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 １００,０００千円

後 至令和８年度

変 自令和７年度

更 ３４３,０００千円

前 至令和１３年度

変 自令和７年度

更 ２７９,２４０千円

後 至令和１２年度

変 自令和７年度

更 ６,６８０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ６,６３０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２４,５００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２３,３３５千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ２０,８００千円

前 至令和１６年度

変 自令和７年度

更 １３,５５２千円

後 至令和１６年度

市 営 住 宅
給 湯 設 備 設 置 費
（ 伝 馬 町 新 田 団 地 改 良
住 宅 第 ８ 号 棟 外 ３ 棟 ）

産 学 交 流 セ ン タ ー
Ｏ Ａ 機 器 等 設 置 費

こ ど も ク リ エ イ テ ィ ブ
タ ウ ン Ｏ Ａ 機 器 等
設 置 費

企 業 立 地 促 進 事 業
補 助 金
（ 令 和 ６ 年 度 分
そ の １ ）

企 業 立 地 促 進 事 業
補 助 金
（ 令 和 ６ 年 度 分
そ の ２ ）

ふ れ あ い 健 康 増 進 館
ゆ ・ ら ・ ら 入 退 館
シ ス テ ム 機 器 等 設 置 費

建 築 設 計 積 算 シ ス テ ム
機 器 設 置 費
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変 自令和７年度

更 １７,２００千円

前 至令和１６年度

変 自令和７年度

更 １１,１２６千円

後 至令和１６年度

変 自令和７年度

更 １７６,０００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １６９,０９８千円

後 至令和１１年度

変

更 令 和 ７ 年 度 １,２００,０００千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 ６５１,０００千円

後

変

更 令 和 ７ 年 度 ６８,０００千円

前

変

更 令 和 ７ 年 度 ２６,１０３千円

後

変 自令和７年度

更 ６７,８３０千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ６７,４０３千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ６００,０００千円

前 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 ５８６,０５０千円

後 至令和１１年度

変 自令和７年度

更 １,６８０千円

前 至令和１０年度

変 自令和７年度

更 １,６１６千円

後 至令和１０年度

市 営 住 宅
給 湯 設 備 設 置 費
（ 清 水 三 光 町 団 地
外 ３ 棟 ）

中 学 校 特 別 教 室 空 調 設 備
整 備 監 理 業 務 経 費

中 学 校 特 別 教 室 空 調 設 備
整 備 事 業 費

静 岡 市 立 高 等 学 校
校 務 用 情 報 機 器 設 置 費

清 水 桜 が 丘 高 等 学 校
情 報 通 信 機 器 設 置 費

埋 蔵 文 化 財
発 掘 調 査 業 務
パ ソ コ ン 機 器 設 置 費

小 学 校
教 育 機 器 設 置 費
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変 自令和７年度

更 ２２,６００千円

前 至令和１０年度

変 自令和７年度

更 ２２,４６８千円

後 至令和１０年度

変 自令和７年度

更 ９０６,６００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ８７０,８６４千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ８８７,１００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ８３９,５２０千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ２５６,２００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ２２２,０９３千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 １６１,４００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 １１４,４４４千円

後 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ８６３,１００千円

前 至令和９年度

変 自令和７年度

更 ８６２,３５０千円

後 至令和９年度

両 河 内
学 校 給 食 セ ン タ ー
学 校 給 食 調 理 等
業 務 経 費

藁 科 学 校 給 食 セ ン タ ー
学 校 給 食 調 理 等
業 務 経 費

西 島 学 校 給 食 セ ン タ ー
学 校 給 食 調 理 等
業 務 経 費

丸 子 学 校 給 食 セ ン タ ー
学 校 給 食 調 理 等
業 務 経 費

登 呂 博 物 館
収 蔵 品 閲 覧 等 シ ス テ ム
機 器 設 置 費

中 吉 田
学 校 給 食 セ ン タ ー
学 校 給 食 調 理 等
業 務 経 費
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（廃　止）

事　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

自 令 和 ７ 年 度

１１０,０００千円

至 令 和 ９ 年 度

自 令 和 ７ 年 度

１７３,２０８千円

至令和１０年度

自 令 和 ７ 年 度

１６,１４８,０００千円

至令和１０年度

静岡市立東豊田中央こども園
仮 設 園 舎 借 上 業 務

企 業 立 地 促 進 事 業
補 助 金
（ 令 和 ６ 年 度 分
そ の ３ ）

静 岡 市 民 文 化 会 館
再 整 備 事 業 費
（ そ の ２ ）
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第４表　　市債補正

（追　加）

起　債　の　目　的 利 率 償 還 の 方 法

千円

農 業 振 興 事 業 140,400 1 借入先 　７％以内

治山災害復旧事業 48,100
政府、銀行その他

2 借入方法

普通貸借又は債券
発行

（他の地方公共団
体との共同発行を
含む。）

3 借入時期

令和６年度

限 度 額 起 債 の 方 法

融通条件の定め
のある資金につい
ては、その融通条
件により、その他
の 資 金 に つ い て
は、相手方との協
定によるものとす
る。

ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
間を短縮し、若し
くは繰上償還又は
借換をすることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率とする。）

　ただし、市財政
の都合により、起
債額の全部又は一
部を翌年度に繰り
延べて借り入れる
ことができる。
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（変　更）

千円 千円 千円

企 画 調 整 事 業 2,250,000 200,000 2,450,000

老人福祉施設整備事業 5,100 300 5,400

環境政策施設整備事業 15,000 193,700 208,700

斎 場 整 備 事 業 3,300 600 3,900

清掃工場施設整備事業 789,400 27,400 816,800

最終処分場整備事業 684,600 2,800 687,400

農道等新設改良事業 160,700 14,800 175,500

林 道 事 業 318,100 79,100 397,200

港 湾 建 設 事 業 559,100 151,100 710,200

道 路 維 持 事 業 1,774,900 △ 18,100 1,756,800

道 路 新 設 改 良 事 業 6,784,600 △ 323,800 6,460,800

交通安全施設整備事業 423,600 △ 4,100 419,500

橋 り ょ う 整 備 事 業 1,480,700 28,800 1,509,500

市 街 地 整 備 事 業 178,600 △ 131,100 47,500

草薙駅周辺整備事業 25,800 △ 6,400 19,400

公 園 整 備 事 業 958,700 △ 28,600 930,100

公 営 住 宅 建 設 事 業 229,100 △ 4,500 224,600

災 害 対 策 事 業 1,608,900 72,400 1,681,300

△印は減

起　債　の　目　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額
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小 学 校 建 設 事 業 197,200 1,110,200 1,307,400

中 学 校 建 設 事 業 662,800 360,400 1,023,200

斎 場 災 害 復 旧 事 業 4,700 1,000 5,700

農 業 用 施 設
災 害 復 旧 事 業

166,200 △ 12,200 154,000

林 道 災 害 復 旧 事 業 413,500 49,000 462,500

漁 港 災 害 復 旧 事 業 40,000 △ 30,000 10,000

33



議案第２１号 

 

 令和６年度静岡市電気事業経営記念基金会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度静岡市の電気事業経営記念基金会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７０４千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２８０，７１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第２２号 

 

 令和６年度静岡市土地区画整理清算金会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度静岡市の土地区画整理清算金会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第２３号 

 

 令和６年度静岡市公共用地取得事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度静岡市の公共用地取得事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９０，０００千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７１０，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （市債の補正） 

第３条 市債の変更は、「第３表 市債補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第２表　　繰越明許費

（追　加）

事　　　業　　　名 金　額

千円

1 1

款 項

公 共 用 地
取 得 費

道 路 用 地 取 得 費
（ 庵 原 町 山 原 線 ）

4,635

街 路 用 地 取 得 費
（ 丸 子 池 田 線 外 ６ ）

449,329

公 共 用 地
取 得 費
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第３表　　市債補正

（変　更）

千円 千円 千円

道 路 用 地 取 得 事 業 270,000 △ 240,400 29,600

街 路 用 地 取 得 事 業 1,130,000 △ 453,200 676,800

△印は減

起　債　の　目　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額
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議案第２４号 

 

 令和６年度静岡市母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度静岡市の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６３，７３６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５９０，５３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

42



43



議案第２５号 

 

 令和６年度静岡市公債管理事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度静岡市の公債管理事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６６，０００千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５８，８１５，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第２６号 

 

 令和６年度静岡市競輪事業会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度静岡市の競輪事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２０，４２４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３７，１８３，７１４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第２７号 

 

 令和６年度静岡市国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度静岡市の国民健康保険事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８８，０８１千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６６，９２６，２１４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第１表　　歳入歳出予算補正　（事業勘定）

1 11,968,524 △285,144 11,683,380

1 国民健康保険料 11,968,524 △285,144 11,683,380

6 47,685,496 24,100 47,709,596

1 県補助金 47,685,495 24,100 47,709,595

7 2,932 660 3,592

1 財産運用収入 2,932 660 3,592

8 6,143,205 △146,853 5,996,352

1 他会計繰入金 5,191,105 539,147 5,730,252

2 基金繰入金 952,100 △686,000 266,100

9 1 802,697 802,698

1 繰越金 1 802,697 802,698

66,415,805 395,460 66,811,265

歳　　入
△印は減 

国民健康保険料

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 1,421,229 △29,500 1,391,729

1 総務管理費 740,379 △15,500 724,879

2 徴収費 679,643 △14,000 665,643

2 46,765,431 24,100 46,789,531

1 療養諸費 40,494,262 24,100 40,518,362

3 17,211,112 △11 17,211,101

1 医療給付費分 11,286,309 22,572 11,308,881

2 後期高齢者支援金等分 4,450,664 △29,328 4,421,336

3 介護納付金分 1,474,139 6,745 1,480,884

7 2,932 660 3,592

1 基金積立金 2,932 660 3,592

10 1 400,211 400,212

1 予備費 1 400,211 400,212

66,415,805 395,460 66,811,265

△印は減 

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

基金積立金

予備費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出
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第２表　　債務負担行為補正

（変　更）

事　　　　　　　項 区分 期　　間 限　　度　　額

変 自 令 和 ７ 年度

更 １０,５００千円

前 至 令 和 ９ 年度

変 自 令 和 ７ 年度

更 ９,９０６千円

後 至 令 和 ９ 年度

お 知 ら せ セ ン タ ー
運 営 費
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議案第２８号 

 

 令和６年度静岡市駐車場事業会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度静岡市の駐車場事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２９３千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１２２，７２６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

53



54



第２表　　繰越明許費

（追　加）

事　　　業　　　名 金　額

千円

1 業 務 費 1

款 項

業 務 費
静岡駅北口地下駐車場管理経 費
（ 駐 車 設 備 修 繕 業 務 ）

30,224
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議案第２９号 

 

 令和６年度静岡市介護保険事業会計補正予算（第３号） 

 

令和６年度静岡市の介護保険事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５９０，３３５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，０４８，８４７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第１表　　歳入歳出予算補正

1 15,632,071 △4,963 15,627,108

1 介護保険料 15,632,071 △4,963 15,627,108

3 16,432,044 487,899 16,919,943

1 国庫負担金 12,564,349 399,071 12,963,420

2 国庫補助金 3,867,695 88,828 3,956,523

4 19,238,159 490,785 19,728,944

1 支払基金交付金 19,238,159 490,785 19,728,944

5 10,185,764 387,030 10,572,794

1 県負担金 9,876,194 389,949 10,266,143

2 県補助金 309,570 △2,919 306,651

6 2,839 320 3,159

1 財産運用収入 2,839 320 3,159

7 11,775,735 1,026,251 12,801,986

1 一般会計繰入金 11,215,959 225,738 11,441,697

2 基金繰入金 559,776 800,513 1,360,289

8 178,161 203,013 381,174

1 繰越金 178,161 203,013 381,174

73,458,512 2,590,335 76,048,847

歳　　入
△印は減 

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

 千円

保険料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額 補　正　額
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1 1,570,265 △40,000 1,530,265

1 総務管理費 1,225,968 △40,000 1,185,968

2 69,056,654 2,128,624 71,185,278

1 介護サービス等諸費 64,322,490 1,945,679 66,268,169

2 介護予防サービス等諸費 1,677,722 36,027 1,713,749

4 高額介護サービス等費 1,541,574 134,918 1,676,492

6 高額医療合算介護サービス等費 207,016 12,000 219,016

3 2,336,620 △489 2,336,131

1 介護予防・生活支援サービス事業費 1,964,726 20,639 1,985,365

2 一般介護予防事業費 107,514 △17,000 90,514

3 包括的支援事業・任意事業費 259,511 △4,128 255,383

4 2,839 309,722 312,561

1 基金積立金 2,839 309,722 312,561

6 489,655 192,478 682,133

1 償還金及び還付加算金 191,789 192,478 384,267

73,458,512 2,590,335 76,048,847

歳　　出

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

款 計

△印は減 
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第２表　　債務負担行為補正

（変　更）

事　　　　　　　項 区分 期　　間 限　　度　　額

変 自 令 和 ７ 年度

更 ３８,０００千円

前 至 令 和 ８ 年度

変 自 令 和 ７ 年度

更 ３７,９９０千円

後 至 令 和 ８ 年度

変 自 令 和 ７ 年度

更 １３,０００千円

前 至 令 和 ８ 年度

変 自 令 和 ７ 年度

更 １２,９７５千円

後 至 令 和 ８ 年度

Ｐ Ｆ Ｓ 活 用
介 護 予 防 事 業
業 務 経 費

Ｐ Ｆ Ｓ 活 用
介 護 予 防 事 業 効 果 検 証
業 務 経 費
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議案第３０号 

 

 令和６年度静岡市介護保険サービス会計補正予算（第１号） 

 

令和６年度静岡市の介護保険サービス会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１１４，５２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３１号 

 

 令和６年度静岡市中央卸売市場事業会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度静岡市の中央卸売市場事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６９６，８０３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第２表　　債務負担行為補正

（変　更）

事　　　　　　　項 区分 期　　間 限　　度　　額

変 自 令 和 ７ 年度

更 １,４００千円

前 至令和１１年度

変 自 令 和 ７ 年度

更 １,３５８千円

後 至令和１１年度

販 売 原 票 等 電 子 報 告 化
シ ス テ ム 機 器 設 置 費

64



議案第３２号 

 

 令和６年度静岡市後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度静岡市の後期高齢者医療事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２８，３８３千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１２，６８５，２５４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３３号 

 

令和６年度静岡市簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

△印は減  

第１条 令和６年度簡易水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

 収       入  

第１款 簡易水道事業収益 154,259 千円 237 千円 154,496 千円 

  第２項 営 業 外 収 益 138,331 千円 237 千円 138,568 千円 

 支       出  

第１款 簡易水道事業費用 136,942 千円 237 千円 137,179 千円 

  第１項 営 業 費 用 125,450 千円 237 千円 125,687 千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中「当年度分損益勘定留保資金等 11,383 千円及び当年度未処

分利益剰余金16,317千円」を「減債積立金 2,272 千円、過年度分損益勘定留保資金570千

円、当年度分損益勘定留保資金11,146千円及び当年度利益剰余金処分額13,712千円」に改

める。 

第４条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

(1) 職 員 給 与 費 26,714 千円 307 千円 27,021 千円 

第５条 予算第７条に定めた他会計からの補助金の金額を次のように改める。 

  （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

  100,460 千円 237 千円 100,697 千円 

第６条 予算第８条に定めた利益剰余金の処分の金額を次のように改める。 

(1) 資本的収入額が支出額に不足する額に補てんする。 13,712 千円 

 

令和７年２月１０日提出 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３４号 

 

令和６年度静岡市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

△印は減  

第１条 令和６年度農業集落排水事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

第２条 令和６年度農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

 収       入  

第１款 農業集落排水事業収益 459,466 千円 9,582 千円 469,048 千円 

  第２項 営 業 外 収 益 412,125 千円 9,582 千円 421,707 千円 

 支       出  

第１款 農業集落排水事業費用 459,466 千円 △19,450 千円 440,016 千円 

  第１項 営 業 費 用 416,771 千円 △19,450 千円 397,321 千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,203

千円及び当年度分損益勘定留保資金 100,356 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 500千円、引継金 3,477 千円、当年度分損益勘定留保資金 68,550 千円及び

当年度利益剰余金処分額 29,032 千円」に改める。 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

(1) 職 員 給 与 費 50,859 千円 308 千円 51,167 千円 

第５条 予算第９条に定めた他会計からの補助金の金額を次のように改める。 

  （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

  179,787 千円 29,340 千円 209,127 千円 

第６条 予算第９条の次に次の１条を加える。 

（利益剰余金の処分） 

第１０条 当年度利益剰余金のうち２９，０３２千円は、次のとおり処分するものと定める。 

68



(1) 資本的収入額が支出額に不足する額に補てんする。 

 

令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３５号 

 

令和６年度静岡市水道事業会計補正予算（第４号） 

△印は減  

第１条 令和６年度水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

第２条 令和６年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定

量を次のように改める。 

                    （補 正 前）   （補 正 後） 

(4) 主要な建設改良事業 

    水道整備費           6,752,025千円    6,735,225千円 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

 収       入  

第１款 水道事業収益 12,322,396 千円 45,264 千円 12,367,660 千円 

  第２項 営 業 外 収 益 938,107 千円 43,305 千円 981,412 千円 

 第３項 特 別 利 益 7,223 千円 1,959 千円 9,182 千円 

 支       出  

第１款 水 道 事 業 費 用 10,922,531 千円 △104,000 千円 10,818,531 千円 

  第１項 営 業 費 用 9,886,496 千円 △49,000 千円 9,837,496 千円 

  第２項 営 業 外 費 用 1,030,483 千円 △55,000 千円 975,483 千円 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5,661,450

千円は、減債積立金 1,992,500 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

568,884 千円、過年度分損益勘定留保資金 3,081,593 千円及び当年度分損益勘定留保資金

18,473千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,578,441千円は、減債積

立金1,992,500千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額568,858千円、過年

度分損益勘定留保資金3,017,083千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次の

とおり補正する。 
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 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

 収        入  

 第５項の次に「第６項 固定資産売却代金」を加える。 

第１款 資 本 的 収 入 3,872,000千円 66,209千円 3,938,209千円 

第２項 国庫（県）支出金 50,000千円 78,000千円 128,000千円 

第４項 負 担 金 150,043千円 △12,304千円 137,739千円 

第６項 固定資産売却代金 0千円 513千円 513千円 

 支        出  

第１款 資 本 的 支 出 9,533,450 千円 △16,800 千円 9,516,650 千円 

第１項 建 設 改 良 費 7,146,027 千円 △16,800 千円 7,129,227 千円 

第５条 予算第５条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり廃止する。 

（廃 止） 

款 項 事  業  名 総 額 年 度 年割額 

   千円 千円 

１ 資本的支出 １ 建設改良費 
葵区牛妻・門屋導水管 

布 設 替 工 事 3,500,000 

６年度 0 

７年度 350,000 

８年度 2,100,000 

９年度 1,050,000 

第６条 予算第６条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次の

とおり廃止する。 

（廃 止） 

事    項 期 間 限度額 

水道料金及び下水道使用料徴収システム改修業務 令和７年度 7,150千円 

静清処理区編入切替整備事業(水道事業負担分) 令和７～８年度 2,600千円 

第７条 予算第 10条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科    目） （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

(1) 職 員 給 与 費 1,599,591 千円 △67,404 千円 1,532,187 千円 

第８条 予算第 11条に定めた他会計からの補助金の金額を次のように改める。 

  （既 決 額） （補 正 額） （   計   ） 

  95,425 千円 △2,768 千円 92,657 千円 

 

71



令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３６号 

 

令和６年度静岡市下水道事業会計補正予算（第３号） 

△印は減  

第１条 令和６年度下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第２条 令和６年度下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務 

の予定量を次のように改める。 

                 （補 正 前）   （補 正 後） 

  (4) 主要な建設改良事業 

      下水道整備事業     11,906,831千円   10,901,160千円 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科    目） （既 決 額）  （補 正 額） （   計   ）  

     収        入  

第１款 下水道事業収益 22,457,218 千円 △203,806 千円 22,253,412 千円 

 第１項  営 業 収 益 16,145,671 千円 △78,700 千円 16,066,971 千円 

 第２項  営 業 外 収 益 6,311,547 千円 △125,106 千円 6,186,441 千円 

     支        出  

第１款 下水道事業費用 22,299,559 千円 △293,301 千円 22,006,258 千円 

 第１項  営 業 費 用 20,439,976 千円 △146,301 千円 20,293,675 千円 

 第２項  営 業 外 費 用 1,853,812 千円 △147,000 千円 1,706,812 千円 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,161,095

千円は、減債積立金1,699,257千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

706,948千円及び当年度分損益勘定留保資金6,754,890千円」を、「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額9,128,763千円は、減債積立金1,718,161千円、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額686,691千円及び当年度分損益勘定留保資金6,723,911千円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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 （科    目） （既 決 額）  （補 正 額） （   計   ）  

     収        入  

第１款 資 本 的 収 入 12,121,000 千円 △977,239 千円 11,143,761 千円 

 第１項  企 業 債 8,708,300 千円 △532,500 千円 8,175,800 千円 

 第３項  国庫（県）支出金 2,698,035 千円 △444,739 千円 2,253,296 千円 

     支        出  

第１款 資 本 的 支 出 21,282,095 千円 △1,009,571 千円 20,272,524 千円 

 第１項  建 設 改 良 費 11,953,095 千円 △1,009,571 千円 10,943,524 千円 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次の

とおり廃止する。 

事    項 期 間 限度額 

雨水管逆流防止施設整備事業 令和７年度 30,000 千円 

清水南部浄化センター汚泥処理棟解体工事 令和７年度 595,352 千円 

静清浄化センター水処理監視制御設備改築工事 令和７～９年度 3,202,691 千円 

浜田ポンプ場汚水ポンプ機械設備改築工事 令和７年度 240,989 千円 

浜田ポンプ場汚水ポンプ電気設備改築工事 令和７年度 84,866 千円 

第６条 予算第６条に定めた企業債限度額「8,708,300千円」を「8,175,800千円」に改める。 

第７条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科    目） （既 決 額）  （補 正 額） （   計   ）  

(1) 職 員 給 与 費 1,714,964 千円 12,469 千円 1,727,433 千円 

 

令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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議案第３７号 

 

   静岡市アリーナ建設基金条例の制定について 

 

 静岡市アリーナ建設基金条例を次のように定める。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

   静岡市アリーナ建設基金条例 

（設置） 

第１条 アリーナの建設に要する経費の財源に充てるため、静岡市アリーナ建設基金 （以下 「基

金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とする。 

（１）アリーナの建設のための寄附金 

（２）予算の定めるところにより、基金として積み立てる金額 

（３）第４条の規定により基金に編入する金額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、静岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に

編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予

算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。 

75



（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３８号 

 

   静岡市子育て支援及び教育振興基金条例の制定について 

 

 静岡市子育て支援及び教育振興基金条例を次のように定める。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市子育て支援及び教育振興基金条例 

（設置） 

第１条 子育ての支援及び教育の振興のための事業（以下「事業」という。）に要する経費の財

源に充てるため、静岡市子育て支援及び教育振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とする。 

（１）事業のための寄附金 

（２）予算の定めるところにより、基金として積み立てる金額 

（３）第４条の規定により基金に編入する金額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、静岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、第１条に規

定する目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予

算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３９号 

 

   静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金条例の制定について 

 

 静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金条例を次のように定める。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金条例 

（設置） 

第１条 文化財及び歴史的なまちなみを保存し、及び活用するための事業（以下「事業」とい

う。）に要する経費の財源に充てるため、静岡市文化財及び歴史的まちなみ保存活用基金 （以

下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とする。 

（１）事業のための寄附金 

（２）予算の定めるところにより、基金として積み立てる金額 

（３）第４条の規定により基金に編入する金額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、静岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、第１条に規

定する目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予
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算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４０号 

 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部改正について 

 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部を改正する条例 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例（平成15年静岡市条例第126号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中 

「 

蒲原中学校グラウンド夜間照明施設（テニ

スコート部分を除く。） 

静岡市清水区蒲原49番地  
を 

                                     」 

「 

蒲原中学校グラウンド夜間照明施設 静岡市清水区蒲原49番地  に、 

                                       」 

「 

宮竹小学校グラウンド夜間照明施設 静岡市駿河区宮竹二丁目12番１号  

を 蒲原中学校グラウンド夜間照明施設（テニ

スコート部分に限る。） 

静岡市清水区蒲原49番地 

                                        」 

「 

宮竹小学校グラウンド夜間照明施設 静岡市駿河区宮竹二丁目12番１号  に 

                                     」 

改める。 

附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４１号 

 

静岡市大浜公園条例の一部改正について 

 

静岡市大浜公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月１０日提出 

 

  静岡市長  難 波 喬 司     

 

   静岡市大浜公園条例の一部を改正する条例 

 静岡市大浜公園条例（令和５年静岡市条例第46号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「昭和31年法律第79号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第８条中「静岡市都市公園条例（平成15年静岡市条例第231号）」を「都市公園条例」に改め、

同条を第18条とし、同条の前に次の４条を加える。 

（指定管理者の原状回復の義務） 

第14条 指定管理者は、その指定に係る業務の管理の期間が満了したとき、又は指定を取り消

され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、そ

の管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長

の承認を得たときは、この限りでない。 

（公園施設の設置又は管理の許可等） 

第15条 公園における公園施設の設置若しくは管理の許可又は占用及びこれらに係る使用料に

ついては、静岡市都市公園条例（平成15年静岡市条例第231条。以下「都市公園条例」という。）

第３章第３節から第５節までの定めるところによる。 

（利用権の譲渡等の禁止等） 

第16条 公園における利用権の譲渡等の禁止、権利の承継、報告の徴収及び立入検査、工作物

等の保管等の手続、利用の許可の取消し等、原状回復の義務、利用等に関する工事等の届出

並びに損害賠償の義務については、都市公園条例第４章の定めるところによる。 

２ 前項の場合において、都市公園条例第23条の５中「第６条第１項」とあるのは「静岡市大

浜公園条例第４条第１項又は第２項」とする。 

（監督処分） 

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可
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を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若

しくは公園からの退去を命ずることができる。 

（１）この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者 

（２）この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

（３）偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可（指

定管理者が第４条第１項又は第２項の規定により行う許可を含む。）を受けた者に対し、前項

に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

（１）公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

（２）公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

（３）公園の管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じた場合 

第７条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条中第２号を第

３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第４条第１項及び第２項の許可に関すること。 

第７条を第13条とし、第４条から第６条までを６条ずつ繰り下げる。 

第３条第１項中「公園の管理」の次に「（第15条に規定する公園施設の設置又は管理の許可等

に関することを除く。）」を加え、「（以下「指定管理者」という。）」を削り、同条第２項中「公

園施設」を「第４条本文の規定による許可行為及びプール」に改め、「料金」の次に「（以下「利

用料金」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

３ 利用料金は、指定管理者が別表第１及び別表第２に定める金額の範囲内において、あらか

じめ市長の承認を受けて定めるものとする。 

４ 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

５ 指定管理者は、規則で定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができ

る。 

第３条を第９条とし、第２条の次に次の６条を加える。 

（行為の禁止） 

第３条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、第

６条第１項若しくは第３項又は次条第１項若しくは第２項による許可を受けた者は、当該許

可に係る事項については、この限りでない。 

（１）公園の施設若しくは公園内の土地を損傷し、又は汚損すること。 

（２）鳥獣その他の動物を捕獲し、又は殺傷すること。 
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（３）植物を採取し、又は損傷すること。 

（４）土地の形状を変更すること。 

（５）ごみその他の汚物を捨てること。 

（６）はり紙若しくは広告物を掲げ、又は宣伝すること。 

（７）指定した場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は止めておくこと。 

（８）立入禁止区域に立ち入ること。 

（９）前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。 

（行為の制限） 

第４条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、申請書を提出して、第９条第１

項の規定による指定を受けて公園の管理を行うもの（以下「指定管理者」という。）の許可を

受けなければならない。ただし、法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の許可を

受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。 

（１）行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。 

（２）業として写真又は映画を撮影すること。 

（３）興行をすること。 

（４）競技会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会その他これらに類する催しのために公

園の全部又は一部を利用すること。 

２ 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、申請書を提出して、指定

管理者の許可を受けなければならない。 

３ 指定管理者は、第１項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさず、

かつ、やむを得ないと認められる場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。 

４ 指定管理者は、第１項又は第２項の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付け

ることができる。 

（利用の制限） 

第５条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由により、利用が危険であると認められる場合

又は公園を損傷するおそれがあると認められる場合には、公園を保全し、又は利用者の危険

を防止するため、公園の利用に関し制限を設け、又は必要な措置を講ずることができる。 

（プールの供用期間等） 

第６条 公園のプール（以下「プール」という。）の供用期間は、６月１日から９月30日までの

期間であって、指定管理者が市長の承認を得て毎年度定める期間とする。 

２ プールの開場時間は、午前９時30分から午後６時までとする。 
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３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を

得て、第１項の供用期間又は前項の開場時間を変更することができる。 

（プールの入場の制限） 

第７条 指定管理者は、プールの入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、プールへの

入場を拒否し、又は退場を命じることができる。 

（１）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）他の入場者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。 

（３）プールの管理上支障があると認めるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認めるとき。 

（利用料金） 

第８条 第４条第１項及び第２項の規定による行為の許可を受けた者並びにプールを利用しよ

うとする者は、次条第２項の利用料金を指定管理者の定めるところにより当該指定管理者に

支払わなければならない。 

本則に次の２条を加える。 

（委任） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、１万円以下の過料に処する。 

（１）第３条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者 

（２）第４条第１項又は第２項の規定に違反して同条第１項各号に掲げる行為をした者 

（３）第17条第１項又は第２項の規定による市長の命令に違反した者 

 附則第１項ただし書中「次項から附則第４項まで」を「次項及び附則第５項」に改め、「、公

布の日」を「公布の日から、附則第３項及び附則第４項の規定は令和７年４月１日」に改める。 

附則第２項中「第４条及び第５条」を「第10条及び第11条」に改める。 

附則第３項を次のように改める。 

３ 前項前段の規定により公園の指定管理者の指定を受けたものは、施行日前においても、第

４条、第６条第３項、第８条、第９条第２項から第５項までの規定の例により、行為の許可

の手続並びに供用期間並びに開場時間の変更並びに利用料金の設定及び徴収に関し必要な行

為を行うことができる。 

 附則第４項を附則第５項とし、同項の前に次の１項を加える。 

４ この条例の規定に基づく公園における公園施設の設置若しくは管理の許可又は占用に係る
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手続及びこれらに伴う使用料の徴収については、施行日前においてもこれを行うことができ

る。 

 附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第９条関係） 

 行為をする場合の利用料金の限度額 

区分 単位 金額 

第４条第１項第１号に

規定する行為 

面積によるもの １平方メートル１日

につき 
88円 

面積により難いもの １回１日につき 1,100円 

第４条第１項第２号に

規定する行為 

面積によるもの １平方メートル１日

につき 
88円 

面積により難いもの １回１日につき 1,100円 

第４条第１項第３号に

規定する行為 

面積によるもの １平方メートル１日

につき 
44円 

面積により難いもの １回１日につき 1,650円 

第４条第１項第４号に

規定する行為 

面積によるもの １平方メートル１日

につき 
33円 

面積により難いもの １回１日につき 1,650円 

別表第２（第９条関係） 

 プールの利用料金の限度額 

利用区分 単位 金額 

市内に居住

する者 

一般 １日につき 800円 

小学生・中学生  400円 

 幼児 100円 

 定期利用 一般 １年度につき 8,000円 

 小学生・中学生 4,000円 

 回数券（５回

券） 

一般 １枚 3,200円 

 小学生・中学生 1,600円 

上記以外の

者 

一般 １日につき 1,000円 

小学生・中学生  500円  
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 幼児  100円 

 定期利用 一般 １年度につき 10,000円 

 小学生・中学生 5,000円 

 回数券（５回

券） 

一般 １枚 4,000円 

 小学生・中学生  2,000円 

 備考 

１ 「幼児」とは、３歳以上で小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

２ 「小学生・中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を

いう。 

３ 「一般」とは、幼児及び小学生・中学生以外の者をいう。ただし、３歳未満の者を除

く。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４２号 

 

   訴えの提起について 

 

 次のとおり訴えを提起する。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

記 
 
１ 訴えの相手方                              

      

                

      

２ 請求の趣旨 被告らは、静岡市（静岡市葵区追手町５番１号）に対し、静岡市

葵区井川字松ノ久保７０９番の土地について、昭和４９年６月１日

時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。 

３ 訴えを提起 

する理由 

本件土地は、旧井川村が、     及び     との間で、

それぞれ昭和２８年１月１９日及び同月２８日に売買契約を締結

し、代金の支払いをしたが、所有権移転登記がなされていない。昭

和４４年１月１日、旧井川村は、本市に編入された。昭和４９年６

月１日、旧井川小学校の供用を開始し、現在まで本件土地全体を占

有しているため、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求

め、訴えを提起するものである。 
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議案第４３号 

 

   訴えの提起について 

 

 次のとおり訴えを提起する。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

記 
 
１ 訴えの相手方                       
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２ 請求の趣旨 被告らは、静岡市（静岡市葵区追手町５番１号）に対し、静岡市

葵区井川字松ノ久保７１０番１の土地について、昭和４９年６月１

日時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。 

３ 訴えを提起 

する理由 

本件土地は、旧井川村が、     との間で、昭和２８年１月

２８日に売買契約を締結し、代金の支払いをしたが、所有権移転登

記がなされていない。昭和４４年１月１日、旧井川村は、本市に編

入された。昭和４９年６月１日、旧井川小学校の供用を開始し、現

在まで本件土地全体を占有しているため、時効取得を原因とする所

有権移転登記手続を求め、訴えを提起するものである。 
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議案第４４号 

 

   損害賠償の額の決定について 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院の移転地における土壌汚染対策に係る損害賠

償の額を次のとおり決定する。 

令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 
１ 損害賠償の額     ３４２，２７５，７７０円 
 
２ 損害賠償の相手方   東京都港区高輪三丁目２２番１２号 

独立行政法人地域医療機能推進機構 
             理事長 山本 修一 
 
３ 事案の概要      令和３年１０月２９日付けで市と独立行政法人地域医療機能推進

機構との間で締結した土地交換仮契約書第１１条に基づき、土壌汚

染対策費用を支払うものである。 
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議案第４５号 

 

   工事委託契約の変更について 

 

平成３０年度清県橋委債第１号（一）入江富士見線（桜橋）橋梁架替（その１）工事（平成

３０年１２月１３日議決）の委託契約を次のとおり変更する。 
令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

区分 契約金額（円） 変更概要 

当 初 ２，２１２，６８０，０００ 

 旧橋撤去にあたり、想定に比べ、取り壊しが

容易な構造であることが判明したため、既設橋

りょう撤去工を減工するとともに、工事に支障

となる鉄道施設の電気設備移転計画の見直し

に伴い、信号通信ケーブル移設が不要となった

ため、減額の変更を行う。 
 
（当初議決より３９４，８８４，０００円減額

（１７．８５％減額）） 

第１回 

変更後 
１，８１７，７９６，０００ 
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議案第４６号 

 

市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のとおり市道の路線

を廃止する。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

整理 

番号 
路 線 名 

起          点 
重要な経過地 

終          点 

１ 堤町７号線 
静岡市葵区堤町914番187地内 

――――― 
静岡市葵区堤町914番187地内 

２ 堤町８号線 
静岡市葵区堤町914番187地内 

――――― 
静岡市葵区堤町914番187地内 

３ 小河内焼山線 
静岡市清水区小河内1306番１地先 

――――― 
静岡市清水区小河内1181番１地先 
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議案第４７号 

 

市道路線の変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のとおり市道の路線

を変更する。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

整理 

番号 
路 線 名 

旧新 

別 

起       点 
重要な経過地 

終             点 

１ 池田日本平線 

旧 
静岡市駿河区池田1773番３地先 

 ――――― 
静岡市清水区馬走1522番30地先 

新 

Ａ 

区間 

静岡市駿河区池田1773番３地先 
――――― 

静岡市清水区馬走1515番５地内 

Ｂ 

区間 

静岡市清水区草薙428番95地先 
――――― 

静岡市清水区馬走1522番１地内 

２ 草薙奥１号線 

旧 
静岡市清水区草薙673番地先 

 ――――― 
静岡市清水区草薙884番地先 

新 
静岡市清水区草薙769番地先 

――――― 
静岡市清水区草薙884番地先 
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議案第４８号 

 

市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとおり市道の路線を

認定する。 

  令和７年２月１０日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起          点 
重要な経過地 

終          点 

１ 羽鳥一丁目２号線 
静岡市葵区羽鳥一丁目718番地先 

――――― 
静岡市葵区羽鳥一丁目730番27地先 

２ 
東静岡駅歩行者専用道

線 

静岡市葵区東静岡一丁目43番地内 
――――― 

静岡市駿河区東静岡二丁目50番地内 
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